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１ 東日本大震災後の福島県の現状等

２ 福島県民の健康状態について

３ 健康長寿ふくしまの推進

４ 県が実施する市町村支援の取組

５ 災害時の健康支援について

６ 福島県の人員確保を要する背景について

７ 福島県の人員確保のための取組について
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県庁所在地

１東日本大震災後の福島県の現状等



東日本大震災
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県内自治体の役場機能移転と避難状況

会津地方 中通り 浜通り

南会津地域
（47人）

20Km

10Km

30Km

50Km

７0Km

100Km

埼玉県

県中地域
（11,212人）

会津地域
（3,006人）

県南地域
（1,248人）

いわき地域
（24,864人）

・住民は阿武隈高地を国道沿いに西へ移転。( は避難先地域）
・相双管内12市町村のうち９町村が役場機能移転。その後、３町村が帰還。
(■は役場機能移転地域）

・相双地域から各地域への避難者数は各市町村HP(27年12月～1月）からの概数

相双地域の
震災前（

H23.3.1）人
口195,462

人

県北地域

（14,641人）
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福島県内の震災後の様子他

福島県庁7階執務室の様子 いわき市内の仮設住宅の様子

写真右）

県内各地に設
置してある

モニタリングポ
スト

一時立ち入
りには通行
許可証が必
要
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平成29年3月から4月にかけて、川俣町・浪江町・飯舘村・富岡町の４町村の「居住制限区

域」「避難指示解除準備区域」が解除されるなど、避難指示解除の動きが進んでいる。



◆ 福島県内の避難者数 ２０，４５５人〔Ｈ29.8.31現在〕

◆ 福島県外への避難者数 ３４，８７０人〔Ｈ29.9.14現在〕

《避難者の多い都道府県》

① 東京都 4,218人

② 茨城県 3,517人

③ 埼玉県 3,410人

④ 栃木県 2,804人

⑤ 新潟県 2,752人

《内訳》

仮設住宅 借上げ住宅 公営住宅等 親戚・知人宅等

5,826人 12,004人 441人 2,184人

 県内外避難者数合計 約５万５千人

※ピーク時〔平成24年3月〕62,831人(△27,961人)

３

福島県内外の避難状況



２ 福島県民の健康状態について
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健 康 寿 命

•男性：H22年 全国34位

H25年 全国41位

H28年 全国36位

• 女性：H22年 全国16位

H25年 全国35位

H28年 全国24位

※健康寿命とは：
健康上の問題がない状態で、日常生活を送れる期間
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男性の健康寿命の推移

71.74歳

70.67歳
（41位）

69.97歳
（34位）

平成２２年 平成２５年

68 69 70 71 72 73 74

山梨

埼玉

愛知

岐阜

石川

静岡

山形

富山

茨城

福井

新潟

宮城

千葉

香川

鹿児島

神奈川

滋賀

山口

全国

栃木

長野

兵庫

群馬

宮崎

東京

沖縄

北海道

広島

岩手

京都

長崎

三重

島根

鳥取

青森

佐賀

大分

岡山

福島

大阪

福岡

奈良

高知

和歌山

徳島

愛媛

秋田

熊本

71.54歳
（36位）

平成２８年

73.21歳72.52歳
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女性の健康寿命の推移

75.32歳 75.78歳

73.96歳
（35位）

平成２２年 平成２５年

74.09歳
（16位）

70 71 72 73 74 75 76 77

愛知

三重

山梨

富山

島根

栃木

岐阜

茨城

鹿児島

沖縄

新潟

大分

静岡

福井

群馬

山口

石川

千葉

高知

青森

岡山

佐賀

山形

福島

宮崎

香川

全国

長野

長崎

埼玉

福岡

神奈川

愛媛

秋田

岩手

大阪

宮城

和歌山

東京

兵庫

鳥取

奈良

滋賀

徳島

京都

北海道

広島

熊本

76.32歳

75.05歳
（24位）

平成２８年
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メタボリックシンドロームを有する者の割合
（都道府県順位）

平成22年度

沖縄県（18.0％）

宮城県（17.5％）
熊本県（16.3％）

・
・

福島県（15.2％）

平成26年度

沖縄県（17.4％）

福島県（17.1％）
宮城県（17.0％）

1位
2位
3位
・
・
14位

厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導に関するデータ

平成25年度

沖縄県（17.7％）

宮城県（16.9 ％）
福島県（16.5％）

※メタボリックシンドロームとは：
内臓肥満（腹囲が基準値以上）に高血圧・

高血糖・脂質代謝異常が組み合わさり、心臓
病や脳卒中などの動脈硬化性疾患を招きやす
い病態をいう。
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平成27年度

沖縄県（17.5％）

宮城県（17.2％）
福島県（17.1％）



メタボリックシンドローム該当者の割合

出典：「全国」「福島県」は、特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省）
市町村国保の福島県、県内方部別は健康増進課集計

ワースト１５

ワースト１４

ワースト１０

ワースト４
ワースト３

ワースト２
ワースト３

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

福島県

全 国

会津（市町村国保）

浜通り（市町村国保）

中通り（市町村国保）

福島県（市町村国保）

地震や津波、原子力
発電所事故による被害
が大きい浜通りの県民
だけでなく、中通りや
会津地方でも放射線の
健康影響を心配等か
ら、生活環境や生活習
慣に変化がみられ、メ
タボリックシンドロー
ム等健康指標の悪化が
進んでいる。
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25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市町村平均 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市町村平均 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町

特定健診受診率 内臓脂肪症候群該当者・予備群の状況

5.0

10.0

15.0

20.0

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市町村平均 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町

保健指導対象者の状況

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市町村平均 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町

保健指導終了率の状況
（積極的支援＋動機付け支援） 15



40.5%

42.2%
42.0%

41.2%
41.0% 40.6%

40.4%

39.2%

34.9%

36.3%
36.0%

34.2% 34.3% 34.3%
34.7%

33.4%

37.3%

38.9%
38.6%

37.3%
37.3% 37.1% 37.2%

36.0%

33.0%

34.0%

35.0%

36.0%

37.0%

38.0%

39.0%

40.0%

41.0%

42.0%

43.0%

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

男性

女性

合計

特定健診の問診票で「日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施」で
「はい」と答えた人の割合

出典：市町村国保における特定健診の問診票より集計

※（注）郡山市、いわき市を除いたデータ

運動習慣の状況
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食習慣の変化

44.5

48.8
43.5

59.4

40

45

50

55

60

65

平成21年度 24年度 27年度

甘味飲料物を毎日摂取の割合
％

１歳６か月健診、３歳児健診結果

3歳

1.6歳

震災後の変化

○野菜の摂取量が減少したが回復傾向

○調理食品購入金額が増加
※他の被災地と比較しても本県の伸びが大きい。

○子どもの甘味飲料物の摂取が増加
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福島市

仙台市

盛岡市

全国

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

平成22～24年 23～25年 24～26年 25～27年 26～28年

調理食品の購入金額の平均

総務省統計局 家計調査（二人以上の世帯）

男(全国)

男(県)350

318

347

女(全国)

女(県)318

269

314

250

270

290

310

330

350

370

平成18～22年 平成24年 平成28年

ｇ／日 野菜摂取量の平均値

国民健康・栄養調査



平成27年 年齢調整死亡率（人口10万対）

•全死因：男性 全国ワースト６位

女性 全国ワースト２位

•急性心筋梗塞：男女とも全国ワースト１位

•脳梗塞：男性 全国ワースト７位

女性 全国ワースト５位

※年齢調整死亡率（人口10万対）とは：
死亡数を人口で除した死亡率（粗死亡率）は、高齢者が多いと高くなり

若年者が多いと低くなる傾向があるため、年齢構成の違いを気にする
ことなく、より正確に地域比較や年次比較をすることができるようにした
死亡率
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760.2 738.0

660.1
636.2

576.2 518.9

ﾜｰｽﾄ６位

420.0 

376.4

334.9
303.8

281.4

275.7

ﾜｰｽﾄ２位

747.9 719.6

634.2
593.2

544.3
486.0

423.0 
384.7

323.9
298.6

274.9 255.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

福島県（男） 福島県（女） 全国（男） 全国（女）

年齢調整死亡率（人口10万対）の推移 【全死因】

出典：厚生労働省 人口動態統計 年齢調整死亡率（人口10万対）
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24.8

41.7

33.6
36.2

36.7

ﾜｰｽﾄ１位 34.7

ﾜｰｽﾄ１位

14.6

20.7

16.8

15.7 15.5

ﾜｰｽﾄ１位
15.5

ﾜｰｽﾄ１位

30.1

40.5

29.7 25.9

20.4
16.2

15.4

20.8

14.2

11.5
8.4 6.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

福島県（男） 福島県（女） 全国（男） 全国（女）

年齢調整死亡率（人口10万対）の推移 【急性心筋梗塞】

出典：厚生労働省 人口動態統計 年齢調整死亡率（人口10万対）
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69.2 73.8

54.3

42.4

32.2 22.8

ﾜｰｽﾄ７位

45.4
44.7

29.8

23.2

17.4

12.6

ﾜｰｽﾄ５位

52.7
61.1

44.7

34.5

25.4

18.1

34.6 35.8

25.0

18.6
12.8

9.3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

福島県（男） 福島県（女） 全国（男） 全国（女）

年齢調整死亡率（人口10万対）の推移 【脳梗塞】

出典：厚生労働省 人口動態統計 年齢調整死亡率（人口10万対）
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福島県の健康寿命延伸に関連する健康指標

健康寿命 男性〔H25年70.67歳（41位） H28年71.54歳（36位)〕 女性〔H25年73.96歳（35位） H28年75.05歳（24位）〕

合
併
症

基
礎
疾
患

危
険
因
子

喫煙率が高い

(H28年国民生活基礎調査 22.3%)

ワースト４位

メタボ該当者が多い

（H27特定健診データ 17.1％）

全国ワースト3位

子どもの肥満が多い

子どもの虫歯が多い

3歳児一人平均う歯数：全国ワースト1位（H24,25年）

運動をする習慣の
ある人が減っている

（特定健診問診「身体活動を1日1時間以上実施」）
男性 H22（42.0%）⇒ H27（39.3%）
女性 H22（36.0%）⇒ H27（33.5%）

高血圧が多い
受療率（H26患者調査）

総数(55～64歳)789（ワースト８位）

糖尿病が多い
受療率（H26患者調査）

総数(45～54歳)170（ワースト８位）

急性心筋梗塞による死亡が多い

（H27人口動態統計・年齢調整死亡率）

男性34.7（ワースト１位）、女性15.5（ワースト1位）

脳梗塞が多い
年齢調整死亡率（H27人口動態統計）

男性22.8（ワースト７位）、女性12.6（ワースト５位）
受療率（H26患者調査）

総数(55～64歳) 96(ワースト４位)
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福島県の健康課題

■生活習慣病の中でも、

特に心疾患系疾患（心疾患、脳血管疾患）対策が重要

■心疾患、脳血管疾患のリスク要因となる、

「肥満」「高血圧」「高脂血症」の者が多い傾向にあり、

リスク改善のための生活習慣改善を進めることが急務

■リスクの早期発見やリスク改善の支援機会となる「特定

健診」の実施率が低く、実施率の向上が必要

■県民全体の健康意識の向上が必要

■それぞれの対策を進める際に、どこに課題があるかをしっ
かりと把握し、県民＆地域＆支援者間で共有化が必要
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３ 健康長寿ふくしまの推進

24

ヘルスプロモーションの推進
個人へのアプローチ

社会全体へのアプローチ

健康長寿への３原則

• 康長寿

県民・行政・民間が一丸となって
「健康ふくしまみんなで実践」県民運動へ

全国に誇れる健康長寿県
県民一人一人がいきいきと元気で暮らせる

健康なまち（県）づくりへ

運動 食事

社会参加



健康長寿ふくしま推進事業概要
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②地域単位の健康状態の「
見える化」
〇 健康データの収集
・既存データの収集蓄積

〇健康データの分析・評価
〇地域別の健康課題を抽出

２ 福島県版健康デー
タベース(FDB)構築・活
用事業

１ ふくしま【健】民
パスポート事業

３ ふくしま健康情報
ステーション事業(健康
増進センター）

①インセンティブの付与による
県民の健康意識の改革・向上
〇健康アプリの開発／活用
〇市町村等の健康づくり事業へ
の参加推進(①運動、②食事、③
社会参加）
〇他部局やNPO等への連携
(情報政策課／文化振興課／観光
交流課）

◎ふくしま【健】民カード
の交付 ↓（インセンティブ
の付与）パスポート提示で協力
店舗特典

③県立医科大学との連携
・市町村や医療保険者の健
康づくり活動の支援
・健康データ分析・評価
・健康寿命算出結果等分析
のための調査
・循環器疾患発症登録
・健康づくりの中核を担う
人材育成
・データベース等健康づく
りシステムへの助言・支援

４「ふくしま健民
」プロジェクト事
業

５ 生活習慣病予防対策推進事業 (地域保健・職域保健連携推進）

元気で働く職場応援事業、先駆的健康づくり実施支援事業(市町村）
、出前講座における健康長寿パッケージ化の創設



４ 県が実施する市町村支援の取組
（福島県の健康支援体制）

（図１）避難地域にある市町村への支援体制

県
庁
各
課
室

支援体制避難地域にある市町村

・原発発避難者特例法に基づく特例事務

・同法第10条に基づく様々な行政サービス

・ 独自のサービス

・被災者健康サポート事業 他 （別紙1-1のｻｰﾋﾞｽ）

所管の保健福祉事務所

避難元市町村の体制整備

各避難先市町村の
所管保健福祉事務所

保健医療福祉施策の方向性の検討
（例）復興公営住宅・仮設住宅入居者の健康支援の方向性

通常業務再開の方針、新規事業の構築、施設整備の

方向性、 保健医療福祉関連計画の策定等

避難者への直接的な支援

避難先市町村

関係団体

・県中保健福祉事務所：田村市

・相双保健福祉事務所：南相馬市、広野町、

楢葉町、富岡町、 川内村、大熊町、双葉町、

浪江町、葛尾村、飯舘村

・県北保健福祉事務所：川俣町

連
絡
・調
整

連
絡
・調
整

計

画

・

実

行

・

評

価

・

改

善

・避難元市町村の施策の
方向性及び協力依頼等

震災後、平成26年度末までは避難先保健福祉事務所が避
難元市町村との調整や体制整備を担っていた。



震災後の福島県の保健福祉行政体制

会津

県中

県北

郡山市保健所

新

県南
いわき

いわき市保健所

いわき
出張所
相双地域（
１市８町村
）の避難
者への健
康支援

相双

・県保健福祉事務所（いわき圏域を除く６箇所■）＋震災後、相双の出張所として「いわき出張所」新設
・中核市保健所（３箇所★）

・相双管外へ避難された方々への健康支援は、避難先県保健福祉事務所が中心で調整・対応

南会津

福島市保健所



相双保健福祉事務所いわき出張所の概要

● 開設の理由
南相馬市及び双葉８町村（以下、双葉郡町村等）等の役場機能が分散・移転、住民避
難により健康支援サービスが崩壊。
いわき市への避難者の増加に伴い、県の支援強化が求められた。

● これまでの経過
・H 23年 9月 相双保健福祉事務所（以下、本所）から保健師2名を派遣
・H 24年 1月 同いわき市駐在の配置
・H 24年 6月 いわき出張所を開設

● 主な業務
いわき市内に居住する相双地域の１市8町村等からの避難者の健康支援。

その他、特定疾患、ＤＶ相談対応等を本所と連携して、対応している。

● スタッフ 14名 （H 27年度）
・県職員10名（管理職 2名、保健師(派遣含む） 6名、事務職 2名）
・県立大野病院看護師 １名、臨時等の職員 3名（看護職、管理栄
養士、事務職）



いわき市の状況

●人口 324，221人、世帯数 131，197世帯（平成27年12月1日現在）
⇒ このほかに、仮設住宅や借上住宅及び復興公営住宅等に、相双地域を中心に

約２万４千人の避難者を受け入れている。
市保健所 １か所、 保健センター ７か所

⇒ 「原発避難者特例法」 により、相双地域の避難者に健康支援を行っている。

●相双地域からの避難状況
（23年 7月末） 約1万4千人
（23年 12月） 約2万2千人
（25年 4月末） 約2万3千人
（26年 4月） 約2万4千人
【 27年10月１日 】 24,188人
（南相馬市 659人、
双葉郡8町村 23,523人）

※いわき市対策本部「週報 経過499
（平成28年1月20日付） 」より
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避難元市町村（双葉郡町村等）と避難先市町村の事務分担

「原発避難者特例法」に基づき、避難先市町村が提供する
事務を整理している。→特例事務

※原発避難者特例法とは
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により市町村外に避難することを余儀なくされた方々に対して

避難先自治体から適切な行政サービスの提供が受けられるようにするために定められた法律。平成２３年８月１２日施行。

※特例事務とは
総務大臣から指定を受けた１３の市町村（南相馬市、双葉８町村、飯舘村、いわき市、田村市、川俣町）が自ら提供することが困難

であるとして総務大臣に届け出た事務であり、平成２４年１月１日から避難先自治体から提供を受けられる行政サービス。

10条事務 避難先市町村の努力義務
により行われる事務

【医療・福祉関係】整理した６６事務
・成人健康診査
・保健のしおり
・感染症予防対策事業
・精神保健福祉相談及び訪問指導 等

６条事務（告示された全ての事務）

【医療・福祉関係】８法律１６６事務
・予防接種
・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保護指導
・要介護認定等
・介護予防等のための地域支援事業
・障害者、障害児への介護給付費等の支援決定等

●避難先市町村が行う避難元（双葉郡町村等）住民に関する特例事務の状況

除外事務
（避難元市町
村から避難先
市に自市町村
で行うと通知
した事務）

を除く

30

平成24年にい
わき市と138の
事務を整理



避難先におけるサービス提供体制

　避難者に対する保健福祉行政事務の枠組み(いわき地域）
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母子健康手帳・妊婦健診受診券
いわき市(避難先）へ依頼
（1市）

自町村(避難元）で発行（8町村）

出産前両親教室 いわき市に参加 １町は自町でも対応

妊婦訪問
ハイリスク者等に自町村又は委託で対応（7町村）
実施なし（2市町）

離乳食教室
自町で対応（１町）、ママサロン等で対応（４町）、実施なし
（4市町村）

新生児・乳児訪問
未熟児訪問

自町村で対応（8町村）、いわき出張所が協力（1市）

乳幼児健康診査 いわき市の健診を利用
一部町村は保健師派遣（H26～）、いわき出張所が協力
（H25～）（広野町・川内村は双葉郡内でも実施）

予防接種 いわき市内で接種

乳幼児健康相談 いわき市に参加（希望者） 双葉郡町村合同事業

歯科健康相談 単独または双葉郡合同事業（一部いわき出張所が協力）

特定健康診査 各市町村で日程調整を行い、実施

心の相談 心のケアセンター、いわき出張所等へ依頼

介護保険（申請事務等） いわき市へ依頼（1市） 各町村の役場、地域包括支援センター等（8町村）

いわき市内における相双地域自治体の状況 〔平成27年度時点〕



いわき地域への避難者に対する健康支援活動経過【調整関係】

発災後からの時期  発災後9か月～1年3か月  １年3か月～  2年1か月～  3年1か月～  4年1か月～

 平成23年9月～  平成24年6月～  平成25年4月～  平成26年4月～  平成27年4月～

①いわき市派遣・駐在(H23.9～）、いわき
出張所設置(H24.6～

②原発避難者特例法に係る調整

③障がい児・者及び介護関係事業所等
からの課題把握

④市町村(避難元・避難先）との個別打合
せ・調整、市町村担当制の実施

⑤保健事業担当者会議（避難元・避難
先・心のケアセンター等招集）

　　　　　　　　　　　　　●1回

⑥県保健福祉部企画調整会議 （H25.2
～）、いわき市と県庁担当課との打合せ

⑦心のケアセンター設置(H24.4～）に伴う
連携

定期開催

強 化

派遣、駐在 出張所

聞き取り調査等



いわき地域への避難者に対する健康支援活動経過【事業関係】

発災後からの時期  発災後9か月～1年3か月  １年3か月～  2年1か月～  3年1か月～  4年1か月～

 平成23年9月～  平成24年6月～  平成25年4月～  平成26年4月～  平成27年4月～

⑧仮設住宅巡回訪問
（H23.10～H24.2）

⑨借上住宅訪問（H24.2～

⑩仮設住宅集会所健康教育・相談
（H23.10～

⑪避難者間の交流サロンの開催・協力
(小名浜交流サロン）
（H24.9～

⑫相双地域あそびの教室開催
（H24.9～

⑬いわき市乳幼児健診への派遣･協力
(保健師）（H25.4～

⑭障がい児・者支援関係者会議、障がい
児の療育支援体制整備等（Ｈ25.4～

⑮4町連携介護予防事業支援
（H26.5～

⑯復興公営住宅入居者支援（H27.1～会
議、集団教育、個別訪問）

協 力開催



いわき市（避難先）と県の保健福祉調整体制

県庁：保健福祉部企画調整会議（平成２５年２月～２７年度）
いわき市内の避難者に係る保健福祉関連の課題に対応するための横断

的な部内調整の会議

いわき市保健福祉部と県庁担当課との打
合せ（平成25年４月～）

保健福祉関連調整の総合窓口である県担当
課（本所、当所同席）がいわき市へ出向き、
課題対応のための調整を定期的に行う

県庁
各課
室
・

相双
本所

避難先・避難元
市町村との個別打合せ

担当者レベルによる個別打合せ

保健事業担当者会議
（平成２５年４月～）

避難先（いわき市）、避難元（双葉郡町
村等）、心のケアセンター等を招集しての
一堂に会した調整の会議。定期開催

いわき出張所

連携



平成27年度重点対応事業
課題に対応し、いわき出張所において重点的に取り組んでいる事業

① 避難元・先市町村間の調整
「保健事業担当者会議、市町村担当によるきめ細かな支援」

② 要介護高齢者の増加に伴う介護予防の取組支援
「４町連携による介護予防事業への支援」

③ 障がい児等の療育支援体制の整備に向けた支援
「相双地域等障がい児・者支援関係者会議による検討」、 「双葉地方自立支援協議会
部会等への支援」

④ 復興公営住宅入居者に対する健康支援
「復興公営住宅入居者支援に係る実務者会議」の開催、「復興公営住宅集会所における
健康教育」、「家庭訪問」等

⑤ 帰還町の動向を踏まえたいわき地域における健康支援体制の検討・調整
「帰還町との打合せ」、「双葉地方保健担当者連絡会等での調整･検討」等

⑥ 生活習慣病対策への支援
「各保健福祉事務所における特定保健指導支援」



１要介護高齢者の現状

■ 相双圏域市町村における要介護高齢者数

H23年１月 8,007人 H26年7月 10,619人

H23年1月の約1.3倍の増加

■ 双葉郡町村等からいわき地域への避難者の要介護認定者数(単位：人)

（県保健福祉部介護保険室調べ）

要介護高齢者の増加に伴う介護予防の取組支援

年間約100人以上の増加

介護予防等のための地域支援事業に関する事務」＝原発避難者特例法に基づく特例事務

避難先（いわき市）のサービスが受けられる。
しかし、避難者はいわき地域の介護予防事業に参加していない。
 心情的にいわき市民の中に入っていけない・・
 広域ないわきでは交通手段の確保が問題であり、近隣に参加できる教室がない・・・ 等

２介護予防に関する事務の位置づけ



３取組の方向性

要介護高齢者の増加に伴う介護予防の取組支援

高齢者が要介護状態に移行しないよう、また、要介護状態の進行をくいとめるた
め、避難先地域においても 「今いる人材」 と 「今ある施設」 を有効に活用・連携し、 「で
きるところから」 介護予防に取り組む。
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まとめ

避難者の方々が避難先でも安心して暮らせるための
保健福祉サービスが円滑に受けられるしくみづくり

原発避難者特例法による事務整理を行ったとしても、調整を要するサービスが多く、
自治体間（避難先・元市町村）、県庁関係課、相双保健福祉事務所（本所）、さらに
は関係団体等との幾度にもわたる調整が必要

社会資源の少ない地域や需要が供給を上回る地域においては、新たな資源の開拓や
調整によるサービス体制づくりが難しい、あるいは時間がかかる。応急的に解決策
を見いだして対応しているが盤石なものではない。

■ いわき市との調整においては、複数の避難元市町村との調整が必要であり、県
が間に入る役割は大きい。

■ 直接的な健康支援とともに、避難状況の変化や復興・再生に伴う「新たな課題」
への対応を自治体間で連携し、着実に行っていくことが求められている。



５ 災害時の健康支援について

【福島県災害時健康支援活動マニュアル】
・内容：

災害時の健康支援活動を担う県の保健師、管理栄養士、
歯科衛生士などの専門職等が実施する災害時健康支援活動
について示している。

・活用：

福島県の災害発生時及び他県等への派遣時に活用する。

・活動の基本的な考え方：

(1)県保健福祉事務所、中核市、市町村は、互いの役割を
理解し、情報交換や連携推進に留まらず、協働する。

(2)関係機関や住民との協働による地域に密着した活動を
行う。

40



福島県災害時健康支援活動マニュアルの位置づけ

41

福島県地域防災計画

福島県保健福祉部災害対応マニュアル
(福島県保健福祉総務課）

福島県災害救急
医療マニュアル

(福島県地域医療課）

福島県災害時
健康支援マニ

ュアル
(福島県健康増進課）

福島県心のケ
アマニュアル
(福島県精神保健福祉

センター）

福島県災害時
医薬品等供給
マニュアル

(福島県地域医療課）

保健福祉事務所災害対応マニュアル



６ 福島県の人員確保を要する
背景について

42



復興公営住宅等の整備状況 －原発避難者向け4,890戸整備予定－
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被災市町村の保健師は・・・
■平時の業務＋被災者支援 → 業務が増加している。
→対象： ①帰還している住民

②広域に避難している住民
→方法： ①通常の健診関連業務・家庭訪問等保健サービス

②避難先市町村等から送付される各種健診結果等の整理及
びサービスの調整、法定健診等以外のフォロー等

■平時は市町村内の住民に対する支援で済むが、現在はそれに加えて避難先での支
援も加わっているため、負担が大きい・・・
・広域避難（避難先が複数）している住民への支援（連絡調整）に時間を要する。
・広域避難（避難先での支援）している住民への家庭訪問は移動距離もあり効率的な

支援が難しい。
・自治体機能が帰還しても、支所等も残っている場合、職員も分散。→保健師業務

に加え、線量計の管理、戸籍事務等幅広い業務を担っているところもある。

本所 支所 本所 支所

南相馬市 南相馬市 大熊町 会津若松市 郡山市、いわき市

広野町 広野町 双葉町 いわき市 南相馬市、郡山市

楢葉町 楢葉町 いわき市、会津美里町 浪江町 浪江町 福島市、二本松市、南相馬市、
いわき市

富岡町 富岡町 いわき市、郡山市 葛尾村 葛尾村 三春町

川内村 川内村 飯舘村 飯舘村 福島市 44



７ 福島県の人員確保のための
取組について
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被災市町村派遣保健師確保に向
けた今後の対応

■ 厚生労働省保健指導だより及び看護協会ナース
センター事業による継続的な募集情報の提供

■ 日本看護協会主催による保健師確保に向けた検
討会への参画

■ 他県自治体等への派遣依頼及び看護大学への保
健師に係る就職支援の強化依頼、就職ガイダン
スへの参画

■ 県を退職する保健師の退職後の意向調査の実施

■ その他：あらゆる機会を捉えての周知等
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年度（各3月1日現在） 保健師要望数 保健師決定数 過不足数

２５ ２６人 ２５人 △１人

２６ ２６人 ２３人 △３人

２７ ２４人 ２２人 △２人

２８ ２３人 ２３人 ０人

２９ ３１人 ２１人 △１０人

「東日本大震災に関連し必要とされる職員の派遣等状況
（相双地域の１２市町村＋いわき市、田村市、川俣町の計15市町村の要望数）
－他都道府県自治体や福島県からの派遣職員及び市町村が自ら採用した任期付き職員等－【県市町村行政課確認】

保健医療専門職活用による市町村健康支援による専門職の雇用状
－福島県看護協会へ業務委託し、被災者健康支援活動を実施する専門職を雇用し
県保健福祉事務所・市町村へ派遣。勤務条件は常勤職員と同等－ 【県健康増進課所管】

年度 保健師・看護師要望数 保健師・看護師派遣数 過不足数

２４ １５人 １３人 △２人

２５ １９人 １８人 △１人

２６ １９人 １６人 △３人

２７ ２５人 ２３人 △２人

２８ ２６人 ２２人 △４人

２９ ２０人 １４人 △６人
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福島県内被災市町村の保健師確保に厚生労働省の
協力を得て新たな取組が始まりました

出展：ナースセンター https://www/nurse-center.net/nccs/

掲載団体
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募集自治体
自治体名 採用形

態人数
募集期間 自治体ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 備考

福島県
任期付職員

非常勤
3名

H30.5.21
～6.29

http://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/01125c/ninkituki30.html

富岡町、双葉町（勤務場所は郡山市またはいわき
市）、浪江町（勤務場所は二本松市）に派遣
仮設住宅・借上住宅入居者・被災地区在宅者等の健
康支援業務等
月給：215,800円～337,100円

福島県
富岡町

常勤
若干名

H30.5.24
～6.22

http://www/tomioka-
town.jp/living/cat/2018/05/039
00.html

母子保健、成人保健等に関する指導、母子保健事業
業務
月給：240,000円～400,000円

福島県
双葉町

常勤
若干名

H30.5.24
～6.22

http://www.town.fukushima-
futaba.lg.jp/item/8836.htm#Co
ntentPane

勤務先：双葉町役場いわき事務所
仮設住宅・借上住宅入居者・被災地区在宅者等の健
康支援業務、母子保健、成人保健等に関する指導、
保健事業業務
月給：23,380円～364,800円

福島県
浪江町

常勤
若干名

H30.5.24
～6.22

http://www.town.namie.fukushi
ma.jp/soshiki/1/16147.html

健康相談、保健指導、巡回訪問業務、保健行政事務
等
月給：163,400円～395,600円

福島県
相馬市

非常勤
1名

H30.7.1
～7.31

http://www.city.soma.fukushim
a.jp/ugoki/kyuuyo/rinji.html

嘱託職員として雇用。勤務日数の上限は、1ヶ月あ
たり17日。
状況によっては、雇用期間が延長となる場合あり。
月給：155,500円～162,200円

福島県
葛尾村

常勤
若干名

H30.5.24
～6.22

http://www.katsurao.org/soshik
i/1/syokuinnsaiyousikenn.html

母子保健、成人保健等に関する指導。保健事業業務
月給：163,400円～354,000円

福島県
南相馬市

常勤
3名

H30.5.15
～7.31

http://www.city.minamisoma.lg.
jp/index.cfm/8,41000,45,html

保健福祉分野における保健師の業務
※行政職としての採用
年報：2,900,000円～6,700,000円 49
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市 町 村 名 採 用 数 １ 次 試 験 ２ 次 試 験 合 格 発 表

い わ き 市 3名程度 6/24(日) 7月下旬～8月上旬 8/31(金)

相 馬 市 募集なし － － －

南 相 馬 市 3名程度 － 8/20(月)～24(金)のいずれか 9月下旬頃

広 野 町 募集なし － － －

楢 葉 町 若干名 7/22(日) 10月中旬 別途通知

富 岡 町 若干名 7/22(日) 10月 11月上旬まで

川 内 村 若干名 7/22(日) 10月上旬 別途通知

大 熊 町 募集なし － － －

双 葉 町 若干名 7/22(日) 別途通知
2次試験から
30日以内

浪 江 町 若干名 7/22(日) 9月中旬 別途通知

葛 尾 村 若干名 7/22(日) 9月下旬 別途通知

新 地 町 若干名 7/22(日) 9月上旬 別途通知

飯 舘 村 募集なし － － －

平成３０年度被災市町村保健師募集状況

※　申込み数は、まだ募集期間（南相馬市は７月31日まで）の市町村もあるが、いわき市(14名）を
　　除き、計2名の状況である。



支援保健師は、各保健福祉事務所の統括保健師等と相双保健福祉事務所保健師１名がペアを組み、担当被災自治体を支援する
支援期間は概ね３年間とする
なお、支援期間中であっても、目標に達した時点からは、相双保健福祉事務所による通常の市町村支援に移行する

支援方法

被災者支援から地域保健活動への移行支援(平成30年度～）

被災自治体では健康指標の悪化が顕著。
①限られた人員でより広域的な保健活動が求められている。

②平常時の保健活動への移行を視野に入れた対策を検討していく時期となってい
る。

現状

被災自治体へ支援保健師チームが出向き、ヒアリングしながら以下の支援をする。
①-1被災市町村におけるデータ分析
①-2保健活動についての現状把握・既存事業の見直し（必要時健康増進センターの活用）

②各市町村の実情に沿った「新たな保健事業提供体制」の整理及び再構築

（例：事業内容・実施体制の整理、被災者健康サポート事業の補助金等の効果的な活用に
ついて助言） （必要時福島県立医科大学等の支援）

その他、保健事業の総合調整、県及び関係機関との連携調整、人材育成、人材活用、被災自治体統括保健師を補
佐する事項に関すること

被災自治体が必要な保健事業を住民に提供する体制を再構築できるよう支援する
目的

平成29年度（準備） 平成30年度（集中的支援） 平成31年度（評価と改善） 平成32年度

• 具体的な支援方法を検討 • 訪問（概ね年度当初,３か月後,６か月後,年
度末）

復興創生期間（平成32年度まで）

県南

相双
（いわき出張所）

県北

県中

会津

南会津

情報共有・支援方針検討

【H30.7月時点】

①効率的かつ効果的な事業を実施する必要がある。
②復興期を迎え、新たな支援体制を構築する必要がある。

しかし、ノウハウが不十分･･･

課題

支援

H30 H31

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

支援

各保福に
課題照会

検討会 検討会 検討会

31年度～年月

①支援方針の共有
②市町村課題のす
り合わせ
③支援市町村及び
担当保健福祉事務
所の検討

①支援市町村及び
担当保健福祉事務
所の決定
②介入方法の検討
③支援計画の検討

①支援状況の共有
②課題の整理・対
策の検討

①支援開始
②支援計画の立案

実 施
内容

医大看護学部等に助言いただきながら進める

情
報
共
有
・

支
援
方
針
検
討

支援保健師チーム
（●町担当）

相双保福保健師

県統括保健師
チーム編成

被災自治体（●町）

統括保健師

被災自治体の主体性を引出し、
伴走者として支援する

被災自治体（▲町）

統括保健師

本庁（保健福祉総務課、社会福祉課、高齢福祉課、障がい福祉課、
健康増進課、子育て支援課）でバックアップ

支援保健師チーム
（▲町担当）

相双保福保健師

県統括保健師

アドバイザー（医大）

…

…


